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付 記 事 項 備 考 

平成 28 年度 ○ 

平成 28 年度入学者より、修了要件単位数が次のとおり変更となった。 

変 更 前 変 更 後 

 法律基本科目 
 ・ 公法系科目     17 単位 
 ・ 民事系科目     35 単位 
 ・ 刑事系科目     16 単位 
 法律実務基礎科目     10 単位 
 基礎法学・隣接科目   ６単位 
 展開・先端科目     12 単位 
 
※ 法律基本科目については、上記のほ
か、各系の選択必修科目から２単位以
上を修得しなければならない。 

 
 
 
 
 
※ 上記単位数に加え、10 単位以上修得 
する必要がある。 

 
合計           108 単位 

 法律基本科目 
 ・ 公法系科目     16 単位 
 ・ 民事系科目     34 単位 
 ・ 刑事系科目     16 単位 
 法律実務基礎科目    10 単位 
 基礎法学・隣接科目   ６単位 
 展開・先端科目     12 単位 
 
※ 法律基本科目については、上記のほ
か、各系の選択必修科目から２単位以
上を修得しなければならない。 

 
※ 法律基本科目以外の科目について
は、上記のほか、６単位以上を修得し
なければならない。 

 
※ 上記単位数に加え、４単位以上修得
する必要がある。 

 
合計           106 単位 

 

 
下線部が変更
となった箇所 
 

法学既修者として合格し、当該法科大学院への入学を予定している者を対象に、任意
で履修免除試験を実施することとしており、法学既修者としての認定が、法学未修者１
年次に配当される必修の法律基本科目すべての単位を一括して免除する方法で行われて
いない。 

 

 


